


 

 

さいたま市教育委員会規則第１号 

さいたま市学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 さいたま市学校運営協議会規則（平成３１年さいたま市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第５条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度

基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なけれ

ばならない。 

 ⑴～⑸ ［略］ 

 ⑹ 業務量管理・健康確保措置の実施に関する 

  こと。 

（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第５条 校長は、次に掲げる事項について、毎年度

基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なけれ

ばならない。 

 ⑴～⑸ ［略］ 

 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 


